
日
本
国
の
自
衛
隊
と
我
が
国
以
外
の
締
約
国
の
軍
隊
と
の
間
に
お
け
る
相
互
の
ア
ク
セ
ス
及
び
協
力
の
円
滑
化
に
関
す
る
日
本
国
と
我
が
国
以
外
の
締
約
国

と
の
間
の
協
定
の
実
施
に
関
す
る
法
律
案
新
旧
対
照
条
文

目
次

○

情
報
通
信
技
術
の
進
展
等
に
対
応
す
る
た
め
の
刑
事
訴
訟
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
令
和
七
年
法
律
第

号
）
（
附
則
第
六
条
関
係
）
・
・
・
・
1

○

防
衛
省
設
置
法
（
昭
和
二
十
九
年
法
律
第
百
六
十
四
号
）
（
附
則
第
七
条
関
係
）
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
9



- 1 -

○

情
報
通
信
技
術
の
進
展
等
に
対
応
す
る
た
め
の
刑
事
訴
訟
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
令
和
七
年
法
律
第

号
）
（
附
則
第
六
条
関
係
）

（
傍
線
の
部
分
は
改
正
部
分
）

改

正

案

現

行

（
日
本
国
の
自
衛
隊
と
オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア
国
防
軍
と
の
間
に
お
け
る
相
互
の

ア
ク
セ
ス
及
び
協
力
の
円
滑
化
に
関
す
る
日
本
国
と
オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア
と
の

間
の
協
定
の
実
施
に
関
す
る
法
律
の
一
部
改
正
）

（
削
る
）

第
三
十
四
条

日
本
国
の
自
衛
隊
と
オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア
国
防
軍
と
の
間
に
お
け

る
相
互
の
ア
ク
セ
ス
及
び
協
力
の
円
滑
化
に
関
す
る
日
本
国
と
オ
ー
ス
ト
ラ

リ
ア
と
の
間
の
協
定
の
実
施
に
関
す
る
法
律
（
令
和
五
年
法
律
第
二
十
六
号

）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
四
条
第
二
項
中
「
証
拠
物
」
の
下
に
「
並
び
に
電
磁
的
記
録
（
電
子
的

方
式
、
磁
気
的
方
式
そ
の
他
人
の
知
覚
に
よ
っ
て
は
認
識
す
る
こ
と
が
で
き

な
い
方
式
で
作
ら
れ
る
記
録
で
あ
っ
て
、
電
子
計
算
機
に
よ
る
情
報
処
理
の

用
に
供
さ
れ
る
も
の
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
」
を
加
え
る
。

第
五
条
第
一
項
中
「
逮
捕
状
を
示
し
て
」
を
「
逮
捕
状
に
つ
い
て
刑
事
訴

訟
法
第
二
百
一
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
措
置
を
と
っ
て
、
」
に
、
「
刑
事

訴
訟
法
」
を
「
同
法
」
に
、
「
交
付
」
を
「
提
供
」
に
、
「
を
示
し
て
、
」

を
「
に
つ
い
て
同
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
る
措
置
を
と
っ
て
、
」
に
改
め
、

同
条
第
四
項
た
だ
し
書
中
「
第
二
百
五
条
第
二
項
」
を
「
第
二
百
五
条
第
三

項
」
に
改
め
る
。

第
六
条
中
「
記
録
命
令
付
差
押
え
（
記
録
命
令
付
差
押
状
の
執
行
を
含
む

」
を
「
刑
事
訴
訟
法
第
百
二
条
の
二
第
一
項
に
規
定
す
る
電
磁
的
記
録
提
供

命
令
（
当
該
電
磁
的
記
録
提
供
命
令
に
よ
り
電
磁
的
記
録
を
提
供
さ
せ
る
こ

と
を
含
む
。
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
単
に
「
電
磁
的
記
録
提
供
命
令
」
と
い
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う
」
に
改
め
、
同
条
た
だ
し
書
中
「
検
証
」
を
「
電
磁
的
記
録
提
供
命
令
又

は
検
証
」
に
改
め
る
。

第
七
条
の
見
出
し
中
「
書
類
又
は
証
拠
物
」
を
「
書
類
等
」
に
改
め
、
同

条
中
「
又
は
証
拠
物
」
を
「
若
し
く
は
証
拠
物
又
は
電
磁
的
記
録
」
に
、
「

そ
の
閲
覧
若
し
く
は
謄
写
を
許
し
、
謄
本
を
作
成
し
て
交
付
し
、
又
は
こ
れ

を
一
時
貸
与
し
、
若
し
く
は
引
き
渡
す
」
を
「
次
に
掲
げ
る
措
置
を
と
る
」

に
改
め
、
同
条
に
次
の
各
号
を
加
え
る
。

一

そ
の
保
管
す
る
書
類
の
閲
覧
若
し
く
は
謄
写
を
許
し
、
謄
本
を
作
成

し
て
交
付
し
、
又
は
こ
れ
を
一
時
貸
与
し
、
若
し
く
は
引
き
渡
す
こ
と

。
二

そ
の
保
管
す
る
証
拠
物
の
閲
覧
若
し
く
は
謄
写
を
許
し
、
又
は
こ
れ

を
一
時
貸
与
し
、
若
し
く
は
引
き
渡
す
こ
と
。

三

そ
の
保
管
す
る
電
磁
的
記
録
の
閲
覧
若
し
く
は
謄
写
を
許
し
、
又
は

当
該
電
磁
的
記
録
に
記
録
さ
れ
て
い
る
事
項
を
記
載
し
、
若
し
く
は
記

録
し
た
書
面
若
し
く
は
電
磁
的
記
録
で
あ
っ
て
そ
の
内
容
が
そ
の
保
管

す
る
電
磁
的
記
録
に
記
録
さ
れ
て
い
る
事
項
と
同
一
で
あ
る
こ
と
の
証

明
が
さ
れ
た
も
の
を
作
成
し
て
提
供
す
る
こ
と
。

第
七
条
に
次
の
一
項
を
加
え
る
。

２

前
項
（
第
三
号
に
係
る
部
分
に
限
る
。
）
の
場
合
に
お
い
て
、
そ
の
保

管
す
る
電
磁
的
記
録
の
閲
覧
は
、
そ
の
内
容
を
表
示
し
た
も
の
を
閲
覧
し

、
又
は
そ
の
内
容
を
再
生
し
た
も
の
を
視
聴
す
る
方
法
に
よ
る
も
の
と
し

、
当
該
電
磁
的
記
録
の
謄
写
は
、
こ
れ
を
複
写
し
、
若
し
く
は
印
刷
し
、

又
は
そ
の
内
容
を
表
示
し
若
し
く
は
再
生
し
た
も
の
を
記
載
し
若
し
く
は

記
録
す
る
方
法
に
よ
る
も
の
と
す
る
。

第
九
条
第
一
項
中
「
提
出
」
を
「
提
出
を
求
め
、
若
し
く
は
電
磁
的
記
録

の
保
管
者
若
し
く
は
こ
れ
を
利
用
す
る
権
限
を
有
す
る
者
に
そ
の
電
磁
的
記
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録
の
提
出
」
に
改
め
る
。

（
日
本
国
の
自
衛
隊
と
グ
レ
ー
ト
ブ
リ
テ
ン
及
び
北
ア
イ
ル
ラ
ン
ド
連
合
王

国
の
軍
隊
と
の
間
に
お
け
る
相
互
の
ア
ク
セ
ス
及
び
協
力
の
円
滑
化
に
関
す

る
日
本
国
と
グ
レ
ー
ト
ブ
リ
テ
ン
及
び
北
ア
イ
ル
ラ
ン
ド
連
合
王
国
と
の
間

の
協
定
の
実
施
に
関
す
る
法
律
の
一
部
改
正
）

（
削
る
）

第
三
十
五
条

日
本
国
の
自
衛
隊
と
グ
レ
ー
ト
ブ
リ
テ
ン
及
び
北
ア
イ
ル
ラ
ン

ド
連
合
王
国
の
軍
隊
と
の
間
に
お
け
る
相
互
の
ア
ク
セ
ス
及
び
協
力
の
円
滑

化
に
関
す
る
日
本
国
と
グ
レ
ー
ト
ブ
リ
テ
ン
及
び
北
ア
イ
ル
ラ
ン
ド
連
合
王

国
と
の
間
の
協
定
の
実
施
に
関
す
る
法
律
（
令
和
五
年
法
律
第
二
十
七
号
）

の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
四
条
第
二
項
中
「
証
拠
物
」
の
下
に
「
並
び
に
電
磁
的
記
録
（
電
子
的

方
式
、
磁
気
的
方
式
そ
の
他
人
の
知
覚
に
よ
っ
て
は
認
識
す
る
こ
と
が
で
き

な
い
方
式
で
作
ら
れ
る
記
録
で
あ
っ
て
、
電
子
計
算
機
に
よ
る
情
報
処
理
の

用
に
供
さ
れ
る
も
の
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
」
を
加
え
る
。

第
五
条
第
一
項
中
「
逮
捕
状
を
示
し
て
」
を
「
逮
捕
状
に
つ
い
て
刑
事
訴

訟
法
第
二
百
一
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
措
置
を
と
っ
て
、
」
に
、
「
刑
事

訴
訟
法
」
を
「
同
法
」
に
、
「
交
付
」
を
「
提
供
」
に
、
「
を
示
し
て
、
」

を
「
に
つ
い
て
同
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
る
措
置
を
と
っ
て
、
」
に
改
め
、

同
条
第
四
項
た
だ
し
書
中
「
第
二
百
五
条
第
二
項
」
を
「
第
二
百
五
条
第
三

項
」
に
改
め
る
。

第
六
条
中
「
記
録
命
令
付
差
押
え
（
記
録
命
令
付
差
押
状
の
執
行
を
含
む

」
を
「
刑
事
訴
訟
法
第
百
二
条
の
二
第
一
項
に
規
定
す
る
電
磁
的
記
録
提
供

命
令
（
当
該
電
磁
的
記
録
提
供
命
令
に
よ
り
電
磁
的
記
録
を
提
供
さ
せ
る
こ

と
を
含
む
。
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
単
に
「
電
磁
的
記
録
提
供
命
令
」
と
い

う
」
に
改
め
、
同
条
た
だ
し
書
中
「
検
証
」
を
「
電
磁
的
記
録
提
供
命
令
又
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は
検
証
」
に
改
め
る
。

第
七
条
の
見
出
し
中
「
書
類
又
は
証
拠
物
」
を
「
書
類
等
」
に
改
め
、
同

条
中
「
又
は
証
拠
物
」
を
「
若
し
く
は
証
拠
物
又
は
電
磁
的
記
録
」
に
、
「

そ
の
閲
覧
若
し
く
は
謄
写
を
許
し
、
謄
本
を
作
成
し
て
交
付
し
、
又
は
こ
れ

を
一
時
貸
与
し
、
若
し
く
は
引
き
渡
す
」
を
「
次
に
掲
げ
る
措
置
を
と
る
」

に
改
め
、
同
条
に
次
の
各
号
を
加
え
る
。

一

そ
の
保
管
す
る
書
類
の
閲
覧
若
し
く
は
謄
写
を
許
し
、
謄
本
を
作
成

し
て
交
付
し
、
又
は
こ
れ
を
一
時
貸
与
し
、
若
し
く
は
引
き
渡
す
こ
と

。
二

そ
の
保
管
す
る
証
拠
物
の
閲
覧
若
し
く
は
謄
写
を
許
し
、
又
は
こ
れ

を
一
時
貸
与
し
、
若
し
く
は
引
き
渡
す
こ
と
。

三

そ
の
保
管
す
る
電
磁
的
記
録
の
閲
覧
若
し
く
は
謄
写
を
許
し
、
又
は

当
該
電
磁
的
記
録
に
記
録
さ
れ
て
い
る
事
項
を
記
載
し
、
若
し
く
は
記

録
し
た
書
面
若
し
く
は
電
磁
的
記
録
で
あ
っ
て
そ
の
内
容
が
そ
の
保
管

す
る
電
磁
的
記
録
に
記
録
さ
れ
て
い
る
事
項
と
同
一
で
あ
る
こ
と
の
証

明
が
さ
れ
た
も
の
を
作
成
し
て
提
供
す
る
こ
と
。

第
七
条
に
次
の
一
項
を
加
え
る
。

２

前
項
（
第
三
号
に
係
る
部
分
に
限
る
。
）
の
場
合
に
お
い
て
、
そ
の
保

管
す
る
電
磁
的
記
録
の
閲
覧
は
、
そ
の
内
容
を
表
示
し
た
も
の
を
閲
覧
し

、
又
は
そ
の
内
容
を
再
生
し
た
も
の
を
視
聴
す
る
方
法
に
よ
る
も
の
と
し

、
当
該
電
磁
的
記
録
の
謄
写
は
、
こ
れ
を
複
写
し
、
若
し
く
は
印
刷
し
、

又
は
そ
の
内
容
を
表
示
し
若
し
く
は
再
生
し
た
も
の
を
記
載
し
若
し
く
は

記
録
す
る
方
法
に
よ
る
も
の
と
す
る
。

第
九
条
第
一
項
中
「
提
出
」
を
「
提
出
を
求
め
、
若
し
く
は
電
磁
的
記
録

の
保
管
者
若
し
く
は
こ
れ
を
利
用
す
る
権
限
を
有
す
る
者
に
そ
の
電
磁
的
記

録
の
提
出
」
に
改
め
る
。
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（
性
的
な
姿
態
を
撮
影
す
る
行
為
等
の
処
罰
及
び
押
収
物
に
記
録
さ
れ
た
性

（
性
的
な
姿
態
を
撮
影
す
る
行
為
等
の
処
罰
及
び
押
収
物
に
記
録
さ
れ
た
性

的
な
姿
態
の
影
像
に
係
る
電
磁
的
記
録
の
消
去
等
に
関
す
る
法
律
の
一
部
改

的
な
姿
態
の
影
像
に
係
る
電
磁
的
記
録
の
消
去
等
に
関
す
る
法
律
の
一
部
改

正
）

正
）

第
三
十
四
条

（
略
）

第
三
十
六
条

（
略
）

附

則

附

則

（
施
行
期
日
）

（
施
行
期
日
）

第
一
条

こ
の
法
律
は
、
令
和
九
年
三
月
三
十
一
日
ま
で
の
間
に
お
い
て
政
令

第
一
条

こ
の
法
律
は
、
令
和
九
年
三
月
三
十
一
日
ま
で
の
間
に
お
い
て
政
令

で
定
め
る
日
か
ら
施
行
す
る
。
た
だ
し
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
規
定
は
、
当

で
定
め
る
日
か
ら
施
行
す
る
。
た
だ
し
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
規
定
は
、
当

該
各
号
に
定
め
る
日
か
ら
施
行
す
る
。

該
各
号
に
定
め
る
日
か
ら
施
行
す
る
。

一
・
二

（
略
）

一
・
二

（
略
）

三

第
一
条
の
規
定
（
前
号
に
掲
げ
る
改
正
規
定
を
除
く
。
）
、
第
五
条
中

三

第
一
条
の
規
定
（
前
号
に
掲
げ
る
改
正
規
定
を
除
く
。
）
、
第
五
条
中

少
年
法
第
六
条
の
五
及
び
第
十
五
条
の
改
正
規
定
、
第
九
条
中
日
本
国
と

少
年
法
第
六
条
の
五
及
び
第
十
五
条
の
改
正
規
定
、
第
九
条
中
日
本
国
と

ア
メ
リ
カ
合
衆
国
と
の
間
の
相
互
協
力
及
び
安
全
保
障
条
約
第
六
条
に
基

ア
メ
リ
カ
合
衆
国
と
の
間
の
相
互
協
力
及
び
安
全
保
障
条
約
第
六
条
に
基

づ
く
施
設
及
び
区
域
並
び
に
日
本
国
に
お
け
る
合
衆
国
軍
隊
の
地
位
に
関

づ
く
施
設
及
び
区
域
並
び
に
日
本
国
に
お
け
る
合
衆
国
軍
隊
の
地
位
に
関

す
る
協
定
の
実
施
に
伴
う
刑
事
特
別
法
第
十
三
条
の
改
正
規
定
、
第
十
二

す
る
協
定
の
実
施
に
伴
う
刑
事
特
別
法
第
十
三
条
の
改
正
規
定
、
第
十
二

条
中
日
本
国
に
お
け
る
国
際
連
合
の
軍
隊
に
対
す
る
刑
事
裁
判
権
の
行
使

条
中
日
本
国
に
お
け
る
国
際
連
合
の
軍
隊
に
対
す
る
刑
事
裁
判
権
の
行
使

に
関
す
る
議
定
書
の
実
施
に
伴
う
刑
事
特
別
法
第
五
条
の
改
正
規
定
、
第

に
関
す
る
議
定
書
の
実
施
に
伴
う
刑
事
特
別
法
第
五
条
の
改
正
規
定
、
第

十
四
条
中
日
本
国
に
お
け
る
国
際
連
合
の
軍
隊
の
地
位
に
関
す
る
協
定
の

十
四
条
中
日
本
国
に
お
け
る
国
際
連
合
の
軍
隊
の
地
位
に
関
す
る
協
定
の

実
施
に
伴
う
刑
事
特
別
法
第
五
条
の
改
正
規
定
、
第
十
八
条
中
国
際
捜
査

実
施
に
伴
う
刑
事
特
別
法
第
五
条
の
改
正
規
定
、
第
十
八
条
中
国
際
捜
査

共
助
等
に
関
す
る
法
律
第
八
条
第
二
項
及
び
第
十
二
条
の
改
正
規
定
、
第

共
助
等
に
関
す
る
法
律
第
八
条
第
二
項
及
び
第
十
二
条
の
改
正
規
定
、
第

二
十
一
条
の
規
定
、
第
二
十
二
条
中
不
正
競
争
防
止
法
第
二
十
六
条
第
二

二
十
一
条
の
規
定
、
第
二
十
二
条
中
不
正
競
争
防
止
法
第
二
十
六
条
第
二

項
の
改
正
規
定
（
「
記
載
し
た
書
面
」
」
を
「
記
載
し
、
又
は
記
録
し
た

項
の
改
正
規
定
（
「
記
載
し
た
書
面
」
」
を
「
記
載
し
、
又
は
記
録
し
た

書
面
又
は
電
磁
的
記
録
」
」
に
、
「
証
拠
書
類
」
」
を
「
証
拠
書
類
（
電

書
面
又
は
電
磁
的
記
録
」
」
に
、
「
証
拠
書
類
」
」
を
「
証
拠
書
類
（
電

磁
的
記
録
を
含
む
。
）
」
」
に
改
め
る
部
分
を
除
く
。
）
、
同
法
第
三
十

磁
的
記
録
を
含
む
。
）
」
」
に
改
め
る
部
分
を
除
く
。
）
、
同
法
第
三
十
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三
条
の
改
正
規
定
及
び
同
条
の
次
に
一
条
を
加
え
る
改
正
規
定
、
第
二
十

三
条
の
改
正
規
定
及
び
同
条
の
次
に
一
条
を
加
え
る
改
正
規
定
、
第
二
十

三
条
中
組
織
的
犯
罪
処
罰
法
第
十
八
条
の
二
の
次
に
二
条
を
加
え
る
改
正

三
条
中
組
織
的
犯
罪
処
罰
法
第
十
八
条
の
二
の
次
に
二
条
を
加
え
る
改
正

規
定
、
組
織
的
犯
罪
処
罰
法
第
二
十
条
の
改
正
規
定
、
組
織
的
犯
罪
処
罰

規
定
、
組
織
的
犯
罪
処
罰
法
第
二
十
条
の
改
正
規
定
、
組
織
的
犯
罪
処
罰

法
第
三
十
条
の
次
に
二
条
を
加
え
る
改
正
規
定
並
び
に
組
織
的
犯
罪
処
罰

法
第
三
十
条
の
次
に
二
条
を
加
え
る
改
正
規
定
並
び
に
組
織
的
犯
罪
処
罰

法
第
三
十
一
条
第
一
項
及
び
第
七
十
一
条
第
一
項
第
七
号
の
改
正
規
定
、

法
第
三
十
一
条
第
一
項
及
び
第
七
十
一
条
第
一
項
第
七
号
の
改
正
規
定
、

第
二
十
六
条
中
国
際
受
刑
者
移
送
法
第
二
十
一
条
の
改
正
規
定
（
「
第
四

第
二
十
六
条
中
国
際
受
刑
者
移
送
法
第
二
十
一
条
の
改
正
規
定
（
「
第
四

百
八
十
七
条
」
を
「
第
四
百
八
十
七
条
第
一
項
」
に
改
め
る
部
分
を
除
く

百
八
十
七
条
」
を
「
第
四
百
八
十
七
条
第
一
項
」
に
改
め
る
部
分
を
除
く

。
）
、
第
二
十
七
条
中
心
神
喪
失
等
の
状
態
で
重
大
な
他
害
行
為
を
行
っ

。
）
、
第
二
十
七
条
中
心
神
喪
失
等
の
状
態
で
重
大
な
他
害
行
為
を
行
っ

た
者
の
医
療
及
び
観
察
等
に
関
す
る
法
律
（
次
条
第
一
項
及
び
附
則
第
十

た
者
の
医
療
及
び
観
察
等
に
関
す
る
法
律
（
次
条
第
一
項
及
び
附
則
第
十

八
条
第
一
項
に
お
い
て
「
医
療
観
察
法
」
と
い
う
。
）
第
二
十
四
条
第
三

八
条
第
一
項
に
お
い
て
「
医
療
観
察
法
」
と
い
う
。
）
第
二
十
四
条
第
三

項
及
び
第
四
項
の
改
正
規
定
、
第
二
十
八
条
中
裁
判
員
の
参
加
す
る
刑
事

項
及
び
第
四
項
の
改
正
規
定
、
第
二
十
八
条
中
裁
判
員
の
参
加
す
る
刑
事

裁
判
に
関
す
る
法
律
第
六
十
五
条
第
二
項
の
改
正
規
定
並
び
に
第
三
十
四

裁
判
に
関
す
る
法
律
第
六
十
五
条
第
二
項
の
改
正
規
定
、
第
三
十
四
条
中

条
中
性
的
な
姿
態
を
撮
影
す
る
行
為
等
の
処
罰
及
び
押
収
物
に
記
録
さ
れ

日
本
国
の
自
衛
隊
と
オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア
国
防
軍
と
の
間
に
お
け
る
相
互
の

た
性
的
な
姿
態
の
影
像
に
係
る
電
磁
的
記
録
の
消
去
等
に
関
す
る
法
律
目

ア
ク
セ
ス
及
び
協
力
の
円
滑
化
に
関
す
る
日
本
国
と
オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア
と

次
及
び
第
八
条
第
一
項
第
二
号
の
改
正
規
定
、
同
法
第
四
章
第
二
節
に
一

の
間
の
協
定
の
実
施
に
関
す
る
法
律
第
六
条
の
改
正
規
定
、
第
三
十
五
条

条
を
加
え
る
改
正
規
定
、
同
法
第
十
二
条
の
改
正
規
定
、
同
条
の
次
に
一

中
日
本
国
の
自
衛
隊
と
グ
レ
ー
ト
ブ
リ
テ
ン
及
び
北
ア
イ
ル
ラ
ン
ド
連
合

条
を
加
え
る
改
正
規
定
、
同
法
第
十
三
条
の
改
正
規
定
、
同
法
第
十
七
条

王
国
の
軍
隊
と
の
間
に
お
け
る
相
互
の
ア
ク
セ
ス
及
び
協
力
の
円
滑
化
に

の
見
出
し
並
び
に
同
条
第
一
項
、
第
二
項
及
び
第
五
項
の
改
正
規
定
、
同

関
す
る
日
本
国
と
グ
レ
ー
ト
ブ
リ
テ
ン
及
び
北
ア
イ
ル
ラ
ン
ド
連
合
王
国

法
第
十
八
条
の
見
出
し
を
削
り
、
同
条
の
前
に
見
出
し
を
付
し
、
同
条
の

と
の
間
の
協
定
の
実
施
に
関
す
る
法
律
第
六
条
の
改
正
規
定
並
び
に
第
三

次
に
一
条
を
加
え
る
改
正
規
定
、
同
法
第
十
九
条
の
改
正
規
定
、
同
法
第

十
六
条
中
性
的
な
姿
態
を
撮
影
す
る
行
為
等
の
処
罰
及
び
押
収
物
に
記
録

二
十
条
の
見
出
し
並
び
に
同
条
第
一
項
及
び
第
二
項
の
改
正
規
定
、
同
法

さ
れ
た
性
的
な
姿
態
の
影
像
に
係
る
電
磁
的
記
録
の
消
去
等
に
関
す
る
法

第
四
章
第
四
節
に
二
条
を
加
え
る
改
正
規
定
並
び
に
同
法
第
二
十
六
条
第

律
目
次
及
び
第
八
条
第
一
項
第
二
号
の
改
正
規
定
、
同
法
第
四
章
第
二
節

一
項
第
一
号
、
第
四
十
条
第
一
項
第
三
号
及
び
第
四
十
四
条
第
一
号
の
改

に
一
条
を
加
え
る
改
正
規
定
、
同
法
第
十
二
条
の
改
正
規
定
、
同
条
の
次

正
規
定
並
び
に
次
条
並
び
に
附
則
第
十
五
条
及
び
第
二
十
九
条
の
規
定
、

に
一
条
を
加
え
る
改
正
規
定
、
同
法
第
十
三
条
の
改
正
規
定
、
同
法
第
十

附
則
第
三
十
五
条
中
刑
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
の
施
行
に
伴
う
関

七
条
の
見
出
し
並
び
に
同
条
第
一
項
、
第
二
項
及
び
第
五
項
の
改
正
規
定

係
法
律
の
整
理
等
に
関
す
る
法
律
（
令
和
四
年
法
律
第
六
十
八
号
）
第
四

、
同
法
第
十
八
条
の
見
出
し
を
削
り
、
同
条
の
前
に
見
出
し
を
付
し
、
同
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百
九
十
一
条
第
七
項
の
改
正
規
定
（
「
及
び
第
九
項
か
ら
第
十
一
項
ま
で

条
の
次
に
一
条
を
加
え
る
改
正
規
定
、
同
法
第
十
九
条
の
改
正
規
定
、
同

並
び
に
第
五
百
十
四
条
」
を
「
、
第
六
項
及
び
第
十
一
項
か
ら
第
十
三
項

法
第
二
十
条
の
見
出
し
並
び
に
同
条
第
一
項
及
び
第
二
項
の
改
正
規
定
、

ま
で
並
び
に
第
五
百
十
三
条
の
二
」
に
改
め
る
部
分
に
限
る
。
）
並
び
に

同
法
第
四
章
第
四
節
に
二
条
を
加
え
る
改
正
規
定
並
び
に
同
法
第
二
十
六

附
則
第
三
十
八
条
中
財
務
省
設
置
法
（
平
成
十
一
年
法
律
第
九
十
五
号
）

条
第
一
項
第
一
号
、
第
四
十
条
第
一
項
第
三
号
及
び
第
四
十
四
条
第
一
号

第
二
十
七
条
第
二
項
た
だ
し
書
の
改
正
規
定

公
布
の
日
か
ら
起
算
し
て

の
改
正
規
定
並
び
に
次
条
並
び
に
附
則
第
十
五
条
及
び
第
二
十
九
条
の
規

一
年
を
超
え
な
い
範
囲
内
に
お
い
て
政
令
で
定
め
る
日

定
、
附
則
第
三
十
五
条
中
刑
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
の
施
行
に
伴

う
関
係
法
律
の
整
理
等
に
関
す
る
法
律
（
令
和
四
年
法
律
第
六
十
八
号
）

第
四
百
九
十
一
条
第
七
項
の
改
正
規
定
（
「
及
び
第
九
項
か
ら
第
十
一
項

ま
で
並
び
に
第
五
百
十
四
条
」
を
「
、
第
六
項
及
び
第
十
一
項
か
ら
第
十

三
項
ま
で
並
び
に
第
五
百
十
三
条
の
二
」
に
改
め
る
部
分
に
限
る
。
）
並

び
に
附
則
第
三
十
八
条
中
財
務
省
設
置
法
（
平
成
十
一
年
法
律
第
九
十
五

号
）
第
二
十
七
条
第
二
項
た
だ
し
書
の
改
正
規
定

公
布
の
日
か
ら
起
算

し
て
一
年
を
超
え
な
い
範
囲
内
に
お
い
て
政
令
で
定
め
る
日

四
～
六

（
略
）

四
～
六

（
略
）

（
性
的
な
姿
態
を
撮
影
す
る
行
為
等
の
処
罰
及
び
押
収
物
に
記
録
さ
れ
た
性

（
性
的
な
姿
態
を
撮
影
す
る
行
為
等
の
処
罰
及
び
押
収
物
に
記
録
さ
れ
た
性

的
な
姿
態
の
影
像
に
係
る
電
磁
的
記
録
の
消
去
等
に
関
す
る
法
律
の
一
部
改

的
な
姿
態
の
影
像
に
係
る
電
磁
的
記
録
の
消
去
等
に
関
す
る
法
律
の
一
部
改

正
に
伴
う
経
過
措
置
）

正
に
伴
う
経
過
措
置
）

第
二
十
二
条

施
行
日
前
に
開
始
し
た
第
三
十
四
条
の
規
定
（
附
則
第
一
条
第

第
二
十
二
条

施
行
日
前
に
開
始
し
た
第
三
十
六
条
の
規
定
（
附
則
第
一
条
第

三
号
に
掲
げ
る
改
正
規
定
を
除
く
。
次
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
に
よ
る
改
正

三
号
に
掲
げ
る
改
正
規
定
を
除
く
。
次
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
に
よ
る
改
正

前
の
性
的
な
姿
態
を
撮
影
す
る
行
為
等
の
処
罰
及
び
押
収
物
に
記
録
さ
れ
た

前
の
性
的
な
姿
態
を
撮
影
す
る
行
為
等
の
処
罰
及
び
押
収
物
に
記
録
さ
れ
た

性
的
な
姿
態
の
影
像
に
係
る
電
磁
的
記
録
の
消
去
等
に
関
す
る
法
律
第
十
七

性
的
な
姿
態
の
影
像
に
係
る
電
磁
的
記
録
の
消
去
等
に
関
す
る
法
律
第
十
七

条
第
三
項
に
お
い
て
読
み
替
え
て
適
用
す
る
行
政
手
続
法
（
平
成
五
年
法
律

条
第
三
項
に
お
い
て
読
み
替
え
て
適
用
す
る
行
政
手
続
法
（
平
成
五
年
法
律

第
八
十
八
号
）
第
十
五
条
第
四
項
（
同
法
第
二
十
二
条
第
三
項
に
お
い
て
読

第
八
十
八
号
）
第
十
五
条
第
四
項
（
同
法
第
二
十
二
条
第
三
項
に
お
い
て
読

み
替
え
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
に
規
定
す
る
公
示
の
方
法
に
よ
る
通

み
替
え
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
に
規
定
す
る
公
示
の
方
法
に
よ
る
通

知
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

知
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。
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２

第
三
十
四
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
後
の
性
的
な
姿
態
を
撮
影
す
る
行
為
等

２

第
三
十
六
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
後
の
性
的
な
姿
態
を
撮
影
す
る
行
為
等

の
処
罰
及
び
押
収
物
に
記
録
さ
れ
た
性
的
な
姿
態
の
影
像
に
係
る
電
磁
的
記

の
処
罰
及
び
押
収
物
に
記
録
さ
れ
た
性
的
な
姿
態
の
影
像
に
係
る
電
磁
的
記

録
の
消
去
等
に
関
す
る
法
律
第
二
十
条
第
三
項
の
規
定
は
、
施
行
日
以
後
に

録
の
消
去
等
に
関
す
る
法
律
第
二
十
条
第
三
項
の
規
定
は
、
施
行
日
以
後
に

同
法
第
十
一
条
の
規
定
に
よ
る
命
令
又
は
同
法
第
十
六
条
の
規
定
に
よ
る
決

同
法
第
十
一
条
の
規
定
に
よ
る
命
令
又
は
同
法
第
十
六
条
の
規
定
に
よ
る
決

定
が
あ
っ
た
場
合
に
お
け
る
送
達
に
代
わ
る
措
置
に
つ
い
て
適
用
し
、
施
行

定
が
あ
っ
た
場
合
に
お
け
る
送
達
に
代
わ
る
措
置
に
つ
い
て
適
用
し
、
施
行

日
前
に
当
該
命
令
又
は
当
該
決
定
が
あ
っ
た
場
合
に
お
け
る
送
達
に
代
わ
る

日
前
に
当
該
命
令
又
は
当
該
決
定
が
あ
っ
た
場
合
に
お
け
る
送
達
に
代
わ
る

措
置
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

措
置
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。
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○

防
衛
省
設
置
法
（
昭
和
二
十
九
年
法
律
第
百
六
十
四
号
）
（
附
則
第
七
条
関
係
）

（
傍
線
の
部
分
は
改
正
部
分
）

改

正

案

現

行

（
所
掌
事
務
）

（
所
掌
事
務
）

第
四
条

防
衛
省
は
、
次
に
掲
げ
る
事
務
を
つ
か
さ
ど
る
。

第
四
条

防
衛
省
は
、
次
に
掲
げ
る
事
務
を
つ
か
さ
ど
る
。

一
～
三
十
一

（
略
）

一
～
三
十
一

（
略
）

三
十
二

日
本
国
の
自
衛
隊
と
我
が
国
以
外
の
締
約
国
の
軍
隊
と
の
間
に
お

三
十
二

日
本
国
の
自
衛
隊
と
オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア
国
防
軍
と
の
間
に
お
け
る

け
る
相
互
の
ア
ク
セ
ス
及
び
協
力
の
円
滑
化
に
関
す
る
日
本
国
と
我
が
国

相
互
の
ア
ク
セ
ス
及
び
協
力
の
円
滑
化
に
関
す
る
日
本
国
と
オ
ー
ス
ト
ラ

以
外
の
締
約
国
と
の
間
の
協
定
の
実
施
に
関
す
る
法
律
（
令
和
七
年
法
律

リ
ア
と
の
間
の
協
定
の
実
施
に
関
す
る
法
律
（
令
和
五
年
法
律
第
二
十
六

第

号
）
第
十
二
条
又
は
第
十
三
条
の
規
定
に
基
づ
く
請
求
の
処
理

号
）
第
十
二
条
又
は
第
十
三
条
の
規
定
に
基
づ
く
請
求
の
処
理
及
び
同
法

及
び
同
法
第
五
章
の
規
定
に
よ
る
特
殊
海
事
損
害
に
係
る
賠
償
の
請
求
に

第
五
章
の
規
定
に
よ
る
特
殊
海
事
損
害
に
係
る
賠
償
の
請
求
に
つ
い
て
の

つ
い
て
の
援
助
に
関
す
る
こ
と
。

援
助
並
び
に
日
本
国
の
自
衛
隊
と
グ
レ
ー
ト
ブ
リ
テ
ン
及
び
北
ア
イ
ル
ラ

ン
ド
連
合
王
国
の
軍
隊
と
の
間
に
お
け
る
相
互
の
ア
ク
セ
ス
及
び
協
力
の

円
滑
化
に
関
す
る
日
本
国
と
グ
レ
ー
ト
ブ
リ
テ
ン
及
び
北
ア
イ
ル
ラ
ン
ド

連
合
王
国
と
の
間
の
協
定
の
実
施
に
関
す
る
法
律
（
令
和
五
年
法
律
第
二

十
七
号
）
第
十
二
条
又
は
第
十
三
条
の
規
定
に
基
づ
く
請
求
の
処
理
及
び

同
法
第
五
章
の
規
定
に
よ
る
特
殊
海
事
損
害
に
係
る
賠
償
の
請
求
に
つ
い

て
の
援
助
に
関
す
る
こ
と
。

三
十
三
～
三
十
五

（
略
）

三
十
三
～
三
十
五

（
略
）

２

（
略
）

２

（
略
）


